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研究成果の概要（和文）： 
本研究は１）貧困の概念と最低生活費研究を理論的に整理し、２）現代の代表的な低所得
層の家計調査からその生活実態を把握し、３）家計の抵抗点による最低生活費の試算と生
活保護基準との比較を行った。この結果、1)最低生活費は複数のアプローチで確かめられ
る必要がある。２）単身者の生活費は、生活基盤費が固定費であり、その他の経費の高低
で消費水準が決まる。3)その他の消費水準の抵抗点を利用して最低生活費を試算すると
167,224 円であった。生活保護基準と比較すると、約２万円強高くなることが分かった。 
 
研究成果の概要（英文）： 
To rethink the minimum standard of living in modern ‘fluid society’ ,we did mainly 
three works.  First, we reviewed the theoretical discussion on defining and measuring  
minimum standard of living. Second, we surveyed income and expenditure of young 
single households, elderly households and single parents households as typical modern 
low-income groups to explore the realities of their lives in today’s society. Third, from 
the income and expenditure data of young single households, we estimated the 
minimum standard of living through the inflection point in the consumption curve 
which showed resistance of households to keep their living level despite the decline in 
income. Then we compared it with the level of public assistance benefit. 
 We found the following points.1) In this stage, it is clear that we need to try several 
different approaches to explore minimum standard of living. 2) In our survey of single 
young households , we found that  housing costs , utility and water charges, and 
mobile phone charges were fixed costs for all young households . Other expenses 
influenced the height levels of consumption. (3) Our estimate of minimum living 
standard of young single household was 167,224 yen per a month. Compared this with 
the public assistance benefit ,our estimate was higher than 20,000 yen. 
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１．研究開始当初の背景 
（１）グローバル化と金融・サービス中心の産
業構造への移行期にあって、雇用の流動化と家
族の個人化が進行している。安定した工業社会
の常用労働者家族をモデルとした福祉国家は、
財政面だけでなく、このような社会変容によっ
てその十分な機能を果たせないでいる。この事
実についてはすでに多くの研究があり、ポスト
工業社会の新たな福祉の方向性の模索が始まっ
ている。その一つの方向は、ワークフェアと呼
ばれる労働市場への参加を主軸とする政策転換
と、その批判研究である。だがこうしたワーク
フェアを支える所得やサービス保障のあり方も
重要であり、特に就労と所得保障は必ずしも代
替関係におくことが出来ない（岩田 2006）  
（２）他方で、これまでの所得保障は、一定の
生活最低限の思想を背景としながらも、必ずし
も十分整合性の取れた構造を形成していない。
特にわが国では、最低賃金水準、基礎年金水準、
生活保護基準、課税最低限などの最低限の不整
合性や矛盾が今になって指摘される状況がある
（岩田 2005）。これらの不整合を調整して行く
ためには、単に相互の制度を比較するだけでな
く、これらを貫く生活最低限のあり方を、今日
の社会状況に見合ったものとして、理論的実証
的に議論することが不可欠である 
 
２．研究の目的 
本研究は、２１世紀の流動社会のフレッキシブ
ルな雇用と家族の変容を前提に、この安全装置
として新たな生活最低限を次の４つの角度から
検討しようとするものである。 
（a）生活の基本ニーズの充足とその最低限に
ついての既存理論の整理と現代の生活最低限の
理論枠組みの策定。 
（b）単身世帯、失業世帯、離別母子世帯、多
重債務世帯、ホームレスなどの多様な生活類型
における消費（家計）と生活様式を実証的に把
握する。 
（c）以上を前提に、いくつかのモデル最低生活
費を算定する。 
（d）現在の日本の所得保障・福祉サービスに
おける複数の最低限設定の方式とその背後にあ
る理念を再検討し、基本ニーズの充足との対応
関係の合理的ありかたを考察する。 
 
３．研究の方法 
（１） 本研究は大きく二つのパートに分かれ
ている。一つは、最低生活費研究の理論的な動
向を整理することである。特に、近年あらため
て浮上してきた理論生活費アプローチの現代的
意義を把握した上で、本研究の位置づけを行う。 
もう一つは、実証研究による現代の最低生活費
の把握である。ここでは、現代の低所得層をい
くつかの典型的な世帯類型に分けた上で、その
家計と生活の多様な実態を、１ヶ月にわたる家

計簿調査（購入レシート付き）および生活状
況調査によって把握する。そこから適当なモ
デル家計を抽出して、この生活費の水準と実
態の妥当性を検討する。 
（２）調査対象と調査方法 
実証研究の調査は、2008 年と 2009 年の二度
実施した。調査地域は首都圏であり、対象世
帯と調査時期は、以下の通りである。 
2008.11 若年単身世帯 50（48） 
2009.6 若年単身（ネットカフェ利用者等）
 34（24） 
2009.6 母子世帯 生保含む 32（29） 
2009.6 高齢単身世帯 生保、年金 28（25） 
2009.6 高齢夫婦世帯 生保、年金 17（14） 
計  161（139） 
調査は、以下の方法を用いた。 
① 1 ヶ月間の家計簿記帳（家計収支実態に
関する調査）② 生活様式・社会関係に関す
るアンケート調査③ 調査集計後における
一部対象者のインタビュー 
 
４．研究成果 
(1)近年先進諸国では、相対アプローと呼ばれ
る方法で、最低生活費や貧困へアプローチが
行われている。たとえばルクセンブルグ所得
調査や OECD の相対所得アプローチによる
貧困測定が開発されてきている。これらは、
所得レベルの貧困裁定にすぎず、ここからは
生活最低限も、最低生活費の具体的イメージ
もわき上がってこない。このような相対基準
のもつ曖昧性や、生活のリアリティの希薄さ
へはすでにいくつかの批判があり、ラウント
リーの理論生活費を現代的に再生させよう
とする試みも生まれてきた。それらを分類す
ると   次の５つになる。 ①社会指標によ
って貧困を測定する方法、②社会的排除を測
る指標を用いて貧困を測定する方法、③主観
に基づく尺度を用いて貧困を測定する方法、
④理論的生活費によるもの、⑤それを市民合
意で行うもの、である。これらの多様なアロ
ーチの試行を視野に入れつつ、まずは大きく
変容した現代の低所得層の実態家計を把握
し、その実態家計の中にある「法則性」を見
出して、そこから最低生活を裁定するという
方法を採用することは理論的にも妥当であ
る。なぜなら、このようなアプローチを経な
いと、理論生活費の算定は実態から浮き上が
ったものとなることは必至であるからであ
る。 
(2)まず単身世帯７１ケースの１ヶ月家計デ
ータの中から、単身賃貸自立層のモデルを抽
出した。ここでは、以下のケースを除いた４
１ケースとなる。親からの家賃補助やルーム
シェア、労働住宅居住者、・食費が 2 万円以
下または 10 万円以上 ・住居費 3 万円以
下。・交通費 10 万円以上（該当者なし）。 ・



その他の支出が 5 万円以上。・可処分所得 C が
40 万円以上。このモデル世帯の可処分所得Ｂと
消費支出の関係を散布図で示すと図１のように
なる。モデル世帯の消費支出は、所得階層の高
低にかかわらず、上下に幅のある分布になって
おり、約 17 万 5 千円を境に消費支出水準の低
いグループと高いグループに分かれる(図表１) 
これを、図表２でみると、基礎となる住居費に
光熱水費を加えた「生活基盤費」は、17 万 5
千円未満も 17 万 5 千円以上も 6 万円前後とな
る（平均額は 60,897 円）。これを基礎としなが
ら、それ以外の費目のうち、とくに主要費目で
ある食費、交通・通信費、教養娯楽費の大きさ
は相当な開きがでている。17 万 5 千円未満層は、
生活基盤費プラス 7 万 3 千円程度の支出が加わ
るのに対して、17 万 5 千円以上層では、その倍
の 14 万 7 千円程度の支出が加わっている。生
活基盤費に付加されていく他の消費支出、7 万
円強から 14 万円強までの支出には、当然生活
様式の相違や趣味嗜好の差なども反映されてい
るが、どのあたりに生活基盤費以外の最低限を
見いだすかが問題となる。 
 
図表１ 

     

図表２ 

（３）抵抗線からみた試算 
 そこでまず、生活基盤費を除いた消費支出Ｂ
のレベルが、同じく生活基盤費を除いた可処分
所得Ｃの階層別にどのように変化するかをみる。
ここ そこでまず、生活基盤費を除いた消費支
出Ｂのレベルが、同じく生活基盤費を除いた可
処分所得Ｃの階層別にどのように変化するかを
みる。ここでは、住居費の影響を排除している

ので、賃貸自立層以外の世帯も含めてケース
数を増やし、収入の記入漏れが疑われる可処
分所得Ｃがマイナスのケースを除く 67 ケー
スを対象とした。図表３のように、消費支出
Bは可処分所得Ｃ階層の 15−20万層で「抵抗」
が生じており、5−15 万層まで続いている。今
5-20 万円の消費支出Ｂの平均額 106,327 円
を点線で引いてみると、「抵抗」はこの点線
上にあることがわかる。すなわち、これを最
低限と見なすことが可能である。 
(4)黒字／赤字分岐点 
次にこの「抵抗」の存在に加えて、黒字赤字
の分岐点にも着目し、調整前の可処分所得か
ら生活基盤費を除いた可処分所得Ｄと消費
支出Ｂで確認する。図表４では。黒字額は
「5-10 万円未満」でほぼ収支が一致し、
「10-15 万円未満」でやや黒字となっている。
そこで、「5-15 万円未満」層の消費支出Ｂを
加重平均すると 105,601 円となり、可処分所
得Ｄ階層別の消費支出の「抵抗点」である
109,688 円とほぼ同水準であることがわかる。 

 

図表３ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  図表４ 
 
（５）以上から、今回データの範囲での試算
として、20〜40 代単身者の最低生活費は 
★可処分所得 C の 5-20 万円の消費支出 B の
平均額 106,327 円（補助線）を採用した場合
＝生活基盤費  60,897 円＋106,327 円＝
167,224 円＋税・社会保険料 
★可処分所得 D の 5-15 万円の平均値（黒字
赤字分岐点）を採用した場合 生活基盤費 
60,897 円＋105,601 円＝166,498 円＋税・社
会保険料。 



（６）生活保護基準との比較 
上の試算結果と、生活保護基準を比較する。こ
こでは１級地−１の生活扶助、東京都の住宅扶助
特別基準、および勤労基礎控除額を利用する。
生活扶助基準は、83,700 円。住宅特別基準が
53,700 円なので、合計 137,400 円となる。また、
勤労基礎控除が上限の 33,190 円まで上乗せさ
れることを想定すると、合計 170,590円になる。 
比較は、今回調査結果と、同様の手法で試算し
た全国消費実態調査（2004 年）の大都市圏単身
世帯（20〜40 代）の結果である。勤労控除を含
まない生活保護基準 A の 137,400 円に対して、
今回調査による試算は 160,278 円で、約２万円
強試算が高い。また全消試算は 152,414 円であ
ったから、やはり 1.5 万円ほど試算が高い。 

  図表５ 

 

 

 

 

 

 

 

 
（６）高齢単身世帯と保護基準 
高齢単身世帯は対象２５世帯のうち１０世帯が
生活保護世帯であった。そこで、非生活保護世
帯、生活保護世帯、生活保護基準の３者を比較
して、その水準の意味を検討してみる。消費支
出から家賃、保健医療費を引いた支出と７０歳
以上の単身世帯の生活扶助基準１類 31,120 円、
２類 41,480 円を比較すると、図表６になる。
非生保世帯は保護基準を境に上下に大きく格差
のある分布をなしているが、生保世帯は保護基
準からそれほど乖離していないレベルに収まっ
ている。これは、非生保世帯が、２万円のレベ
ルの低消費水準世帯を含んでいるのに対して、
生保世帯は、住宅費を入れないで５万円以上に
なっている。つまり生活保護という制度が生活
の「底」を形成し、生活保護制度によって「底」
のレベルが形成されていると見ることが出来る。
生活保護のような最後のセーフティネットと呼
ばれる制度の機能は、実はこのような「底」の
形成にあることが示されている。 
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